
☆ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *☆  

 

         ニッセイ メール配 信サービ ス（メル マガ）  

                 

   【 メルマガ 内容】  

 

      ＤＢ 基金（  ）   Ｄ Ｂ規約（  ）   ＤＣ   （  ）    

厚年基金 （  ）   会計基 準（  ）   その 他  （〇 ）  

 

      【 タイトル 】 第２１ 回社会保 障審議会 年金部会 の  

開催につ いて  

☆ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *☆  

 

平素より 当社社業 につき格 別のご高 配を賜り、厚く御 礼 申しあげ ます。 

 

厚生労働 省は 2 0 2 4 年 11 月 2 5 日 (月 )、第 2 1 回社会保障審 議会年金 部

会を開催 しました 。  

今回の部 会 では、 以下議事 について 議論が実 施されま した。  

１．基礎 年金のマ クロ経済 スライド による給 付調整の 早期終了  

（マクロ 経済スラ イドの調 整期間の 一致）に ついて  

２．在職 老齢年金 制度につ いて  

  ３．標 準報酬月 額の上限 について  

 

当部会の 資料及び 音声のア ーカイブ 配信ペー ジについ ては、以 下の厚

生労働省 H P に掲載 されて い ます。（ 音 声のアー カイブ配 信は、議 事録

掲載後に 停止）  

h t t p s : / / w w w. m h l w. g o . j p / s t f / s h i n g i 2 / n e n k i n _ 2 0 2 4 11 2 5 . h t m l  

 

１．基礎 年金のマ クロ経済 スライド による給 付調整の 早期終了  

（マクロ 経済スラ イドの調 整期間の 一致）に ついて  

（厚生労 働省 H P 掲載  当部 会資料 1 を基に、 以下記述 ）  

 

（１）現 状 認識  

・継続的 な賃金や 物 価の上昇 が想定さ れる中、現行の年 金 制度はマ ク

ロ経済ス ライドに よる調整（少 子高齢 化が進む 中でも、持 続可能性

を確保す る仕組み）により、賃金 や物価 の伸びよ り年金額 の伸びが

抑えられ ている。  

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20241125.html


・年金制 度の持続 可 能性を確 保しつつ 、マクロ経 済スライ ドを公的 年

金全体で 早期終了 した場合、年 金額は 賃金・物価に 連動し て上昇す

るように なる 。  

・厚 生 年金 の 報 酬 比例 部 分の 同 ス ラ イド の 終了 が 2 0 2 6 年 度想 定 ( * )

であるの に対し 、基礎部分 の調整期 間はその 後も 3 0 年以上、継 続

の見込み ( * )。  

  ( * )「過去 3 0 年投 影 (過去 3 0 年の 趨 勢が今後 も 続く )」 前提の場 合  

 

（２）改 正の必要 性  

・現行の仕組 みを前 提にする と、基 礎 年 金のみ給 付調整が 続き、基 礎

年金の給 付水準が 長期にわ たって低 下 する。  

 

（３）改 正の意義  

・基礎年 金の給付 調 整を早期 に終了さ せ（基礎 年金と報 酬 比例部分 の

給付調整 期間を 一 致させ）、 賃金や 物 価に連動 した年 金 額を実現。

同時に将 来の基礎 年金の給 付水準も 向上。  

 

（４）見 直しの方 向性  

・国民年 金と厚生 年 金それぞ れの財政 均衡を維 持した上 で、報酬 比例

部分（２階）の マク ロ経済ス ライドを 継続し、基礎 年金（ １階）と

報酬比例 部分（ ２階 ）の調整 期間を 一致 させるこ とで、公的 年金全

体として 給付調 整 を早期に 終了さ せ ることに ついて ど う考える か。 

 

（５）こ れまでの 年金部会 における 主な ご意 見（一部 ）  

・調整期 間の一致 に より、低 所得者や 基 礎年金の みの受給 者の給付 水

準低下が 大きく食 い止めら れる。  

・「国民年 金族、 厚 生年金族 」とか、 制度間で の 無用な 損得論が 起き

ないよう に周知を 行う必要 がある。  

・ 基 礎 年 金 を 増 や す 財 源 を 確 保 す る た め に 国 民 負 担 が 増 加 す る こ と

を念頭に 置く必要 がある。  

 

（６）今 回の年金 部会にお けるご意 見（一部 ）  

・ 改 正 の 方 向 性 に つ い て は 、 (ほ ぼ 全 員 )賛 成 で あ っ た 。 基 礎 年 金 に

依拠する ウエイ ト の高い社 会的弱 者 や貧困者 を支え る 観点から も、

基礎年金 の存続・ 沈下を防 止する対 応は重要 。  

・実現に向け ては、引き続き 財源確保 (「被用者 保険の 適用 拡大、掛

金拠 出 期 間の 延 長 、 国 庫 負 担金 の 増 額 」 の 規 模と 時 期 に目 途 をつ



ける )、厚年被 保険 者や厚年 の事業主 とのコン センサス 取付けに 向

けた丁寧 な説明が 必要。  

 

２．在職 老齢年金 制度につ いて  

（厚生労 働省 H P 掲載  当部 会資料 2 を基に、 以下記述 ）  

 

（１）現 状 認識  

・当該制度 は、一定 以上の賃 金を得て いる 6 0 歳以上の厚 生年金受 給

者を対象 に、原 則と して被保 険者とし て保険料 負担を求 めるとと も

に、年金 支給を 停 止するこ ととして いる。  

 

（２）見 直しの方 向性  

・ 在 職 老 齢 年 金 制 度 が 高 齢 者 の さ ら な る 労 働 参 加 を 妨 げ て い る 例 も

存在して いること を踏まえ 、見直 しを 検討する こととし てはどう か。 

 (撤廃 、基準 額 の 引上げ )  

 

（３）こ れまでの 年金部会 における 主な ご意 見（一部 ）  

・ 6 0 代の勤労 を特 別扱いす る在老制 度 には違 和感があ る。  

・基準額 は変え ずに 、現在 基準を 超過し た 1 / 2 相当の 厚生年 金給付を

支給停止 としてい るところ 、 1 / 3 に す るなどは どうか。  

・今後、高 齢者の 就 業が増加 すること を考えれ ば、負 担能 力のある 者

に担い手 になって もらう観 点からも 、現行制 度を維持 すべき。  

 

（４）今 回の年金 部会にお けるご意 見（一部 ）  

・高齢者 の就業意 欲減退防 止、働き 手の確保 の観点か ら、「見直 し」

に対する 賛成多数 。  

 (現行 制 度 が 就業 調 整を 惹 起 さ せて い るか の 定 量 的根 拠 は示 さ れて

いないと いう意 見 も見られ たが、 世 論調査等 では一 定 確認もで き、

明確な反 対を示す ものでは なかった )  

 

３ .  標 準報酬 月額の 上限につ いて  

（厚生労 働省 H P 掲載  当部 会資料 3 を基に、 以下記述 ）  

 

（１）現 状認識  

・第 1 号厚生 年金被 保険者で は標準報 酬月額の 上限の等 級（ 6 5 万円）

に該当す る者の割 合は 6 . 5 % ( * )となっ ており 、多く の者が 上限の等

級に該当 している 。 ( * )男性では 9 . 6 %で、「最頻 値」帯 と なる。  



（２）上 限見直し の意義お よび方向 性  

・かかる「上 限」に つ いて、負 担能力 に応 じた負担 を求める とともに 、

将来の給 付も増や すことが 出来るよ うにする 観点から 、現行ルー ル

の見直し を検討す ることと してはど うか。  

 ・上限等 級を追 加 した場合 には、新 た な上限等 級に該当 する者の 報酬  

比例部分 が増加す るととも に、保険料 収入が増 加し、これ が給付に

反映され るまでの 間の積立 金の運用 益が増加 すること により、厚生

年金受給 者全体の 将来の給 付水準も 上昇する 。  

 

（３）こ れまでの 年金部会 における 主な ご意 見（一部 ）  

・男性に ついて、上 限等級の 人数が一 番多いと いうのは いびつで ある。 

 ・ 負担能 力があ る のに負担 が相対的 に軽い現 状を改め るべき。  

 ・ (イ ン フ レ で )名 目 賃 金 の 引 上 げ が 予 想 さ れ る こ と を 前 提 に す る と 、 

早めに等 級の追加 を検討し てはどう か。  

 

（４）今 回の年金 部会にお けるご意 見（一部 ）  

・男性で 上限等級 が 最頻帯と いうのは いびつと 言える。応 能者負担 の

観点や上 限等級が 更に高い 健康保険 とのバラ ンスの観 点からも「見

直し」の方向 性 には 賛成。高所得 者の将 来給付水 準が高ま ることに

なるが、 顕著な格 差助長と までは考 えにくい だろう。  

ただし付 随して 事 業主負担 も高まる こと から 、配慮 と丁 寧な説明 は

必要。  

 

* * * * * * *メ ール配 信 サービス （年金Ｎ ＥＷＳ・ メルマガ ） * * * * * * * *  

運営：日 本生命保 険相互会 社  

 

 〒 1 0 0 - 8 2 8 8   東 京都千代 田区丸の 内 1 - 6 - 6 日本 生命丸 の内ビル  

     団体 年金部  団体年金 コンサル ティング グループ  

   T E L    0 3 - 5 5 3 3 - 5 5 7 2   

   E - m a i l   k i k i n m a d o g u t i @ n i s s a y. c o . j p  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

日本 -年 基 - 2 0 2 4 11 - 1 7 0 - 0 3 8 9 - D  

 


